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よ
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厚
生
労
働
大
臣
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基
準
を
定
め
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定
す
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医
療
機
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（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
二
号
）
（
抄
）

(

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分)

改

正

案

現

行

別
表

別
表

基

準

基

準

番
号

医
療
機
器
の
名
称

番
号

医
療
機
器
の
名
称

日
本
工
業
規
格

使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果

日
本
工
業
規
格

使
用
目
的
、
効
能
又
は
効
果

又
は
国
際
電
気

又
は
国
際
電
気

標
準
会
議
が
定

標
準
会
議
が
定

め
る
規
格

め
る
規
格

一
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

百
十
四

百
十
四

五
百
十

１

手
術
用
ス
テ
ー
プ

Ｔ
〇
九
九
三
―

手
術
に
お
い
て
ス
テ
ー
プ
ル

五
百
十

１

手
術
用
ス
テ
ー
プ

Ｔ
〇
九
九
三
―

手
術
に
使
用
す
る
ス
テ
ー
プ

五

ラ

一

の
打
ち
込
み
又
は
ス
テ
ー
プ

五

ラ

一

ル
の
打
ち
込
み
に
用
い
る
こ

ル
の
打
ち
込
み
及
び
組
織
の

と
（
高
度
管
理
医
療
機
器
で

切
離
に
用
い
る
こ
と
（
高
度

あ
る
ス
テ
ー
プ
ル
を
内
蔵
す

管
理
医
療
機
器
で
あ
る
ス
テ

る
も
の
を
除
く
。
）
。

ー
プ
ル
を
内
蔵
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

五
百
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
百
十

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
～
八

六
～
八

百
二
十

百
二
十

七

七


